
                      

参考 

 

教育装置、研究装置、ＩＣＴ活用推進事業及び 

研究設備の審査方針等について 

 

※今回の募集は教育装置のみとなります。 

 

 

審査方針について 

 

 ① 審査は、「人文科学系」「社会科学系」「理工学系」「生物学系」及び 

  「情報系」の分野ごとに、各分野に所属する委員が行うものとする。 

 

 ② 審査は、書類審査とする。 

 

 ③ 審査は、原則、計画調書１件につき３名の委員が行うものとする。また 

補助対象事業区分ごとに以下⑥に掲げる基準に従い評価する。 

 

 ④ 審査の方法は、計画調書ごとに以下の項目について評価（項目別評価） 

   を行うとともに、さらに項目別評価の結果等を踏まえ、総合的な評価（総 

   合評価）を行うものとする 

 

  【効果性】 

    研究課題又は教育上の課題との関連で当該装置・設備の必要性が高く、  

   その装置・設備を導入することにより、研究の進展又は教育の振興が期 

   待できるものであること。 

 

    【利用状況】 

    当該装置、設備を利用する学内組織の種類、規模、研究者数、学生数、 

    活動状況、研究実績などが適切であること。 

 

  【管理体制】 

    教育研究装置・設備の整備後の適正な維持・管理及び有効な利用に関 

    する管理・運営体制が構築されていること。 

 

 ⑤ ④に掲げる項目別評価の評価にあたっては、装置・設備の教育研究上の 

   利用計画、補助効果のほか以下の項目について考慮するものとする。 

 

  ア 私立大学等における教育研究基盤の充実・強化に資するものであるこ 

    と。 

 

  イ 特に、社会的要請の強い特色ある研究の実施に必要があると認められ 

   るものであること。 



                      

 ⑥ 項目別評価は４点、３点、２点、１点、０点の５段階評価（「管理体制」 

は４点、３点、１点、０点の４段階評価）（表１を参照）、総合評価はＡ, Ｂ, 

Ｃ, Ｄ, Ｅの５段階評価（表２を参照）を行う。 

  総合評価の目安として、表２に「効果性」「利用状況」「管理体制」の項目 

別評価の合計点の配分を示しているが、総合評価において必ずしもこの配分 

によることはない。 

また、総合評価におけるＡ、Ｂ及びＣ評価は、各委員の担当事業ごとに６割 

程度（Ａ、Ｂ、Ｃの割合は問わない）とする。（審査対象が少数の場合や項 

目別評価については制限を設けない。） 

 

評価にあたり、付記すべきことがある場合は、評価表の「備考」欄に記載す 

ること。 

 

 （表１）項目別評価 

評価 

（点） 

効果性 利用状況 管理体制 

【評価のポイント】 

装置・設備を導入することに

より、教育・研究の進展・振

興が期待できるか。 

【評価のポイント】 

教育・研究の実施にあたり、

導入する装置・設備の適切な

利用が見込まれるか。 

【評価のポイント】 

装置・設備の適切な維持・管

理体制が構築されているか。 

４ 
教育・研究効果を大いに 

高めることが期待できる 

多種多様な教育研究の取組

において活用が見込まれる 

事務局を含めた組織的な管

理体制が構築されている 

３ 
教育・研究効果を高める 

ことが期待できる 

いくつかの教育研究の取組

において活用が見込まれる 

組織的な管理体制が構築さ

れている 

２ 
一定程度の教育・研究 

効果が期待できる 

一定程度の活用が 

見込まれる 
－ 

１ 
教育・研究への 

効果は低い 

活用にあたり 

検討の余地がある 

研究者や教員個人の管理と

なっており、組織的な管理体

制が構築されていない 

０ 計画調書等に評価するための具体的な記載がなされていない 

  

 

 （表２）総合評価 

評価 総合評価 
項目別評価の 

合計点（目安） 

Ａ 優先的に採択すべき １１～１２点 

Ｂ 採択すべき ９～１０点 

Ｃ どちらかといえば採択すべき ７～８点 

Ｄ 採択の優先順位は低い ４～６点 

Ｅ 採択の優先順位は極めて低い ０～３点 

 

６割程度 

（Ａ,Ｂ,Ｃの割合は問わない） 



                      

 ⑦ 項目別評価にあたっては、主に以下の表に掲げる計画調書の記載箇所を参照す

ること。 

 

  ●教育装置 

 記載箇所 

評

価

項

目 

効果性 

【様式２－２】 

 ・「１ 教育装置を整備する目的及び必要性」 

【様式２－３】 

 ・「４ 教育装置を使用する主な教員等」の「装置の必要性と教育課題

との関連性」 

利用状況 

【様式２－３】 

 ・「４ 教育装置を使用する主な教員等」 

 ・「５ 教育装置を使用する見込の教員・学生数」 

 ・「６ 教育装置を使用する授業内容等」 

管理体制 
【様式２－２】 

 ・「２ 教育装置の管理運営組織」 

 

  ●研究装置 

 記載箇所 

評

価

項

目 

効果性 

【様式３－２】 

 ・「１ 研究装置を整備する目的及び必要性」 

【様式３－３】 

 ・「５ 主な研究実績」 

【様式３－４】 

 ・「６ 研究装置を使用する主な研究者等」の「装置の必要性と研究課

題との関連性」 

利用状況 

【様式３－３】 

 ・「４ 研究装置を使用する見込の研究者・大学院生数」 

 ・「５ 主な研究実績」 

【様式３－４】 

 ・「６ 研究装置を使用する主な研究者等」 

 ・「７ 学外期間（他大学や民間企業等）との共同利用の予定」 

管理体制 
【様式３－２】 

 ・「２ 研究装置の管理運営組織」 

 

  ●ＩＣＴ活用推進事業 

 記載箇所 

評

価

項

目 

効果性 

【様式５－５】 

 ・「１ ＩＣＴ装置を整備する目的及び必要性」 

【様式５－７】 

 ・「８ 主な研究実績」 

【様式５－６】 

 ・「４ ＩＣＴ装置を使用する主な教員等」の「装置の必要性と教育課

題との関連性」 

【様式５－８】 

 ・「９ ＩＣＴ装置を使用する主な研究者等」の「装置の必要性と教育

課題との関連性」 

利用状況 

【様式５－６】 

 ・「４ ＩＣＴ装置を使用する主な教員等」 

 ・「５ ＩＣＴ装置を使用する見込の教員・学生数」 

 ・「６ ＩＣＴ装置を使用する授業内容等」 



                      

【様式５－８】 

 ・「９ ＩＣＴ装置を使用する主な研究者等」 

管理体制 
【様式５－５】 

 ・「２ ＩＣＴ装置の管理運営組織」 

 

 ●研究設備 

 記載箇所 

評

価

項

目 

効果性 

【様式４－２】 

 ・「１ 研究設備を整備する目的及び必要性」 

【様式４－３】 

 ・「４ 主な研究業績」 

【様式４－４】 

 ・「５ 研究設備を使用する主な研究者等」の「設備の必要性と研究課

題との関連性」 

利用状況 

【様式４－３】 

 ・「４ 研究設備を使用する見込の研究者・大学院生数」 

 ・「５主な研究実績」 

【様式４－４】 

 ・「５ 研究設備を使用する主な研究者等」 

 ・「６ 学外期間（他大学や民間企業等）との共同利用の予定」 

管理体制 
【様式４－２】 

 ・「２ 研究設備の管理運営組織」 

 

⑧ 選定委員による審査の結果、３名の委員の総合評価（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ）を

もとに、以下に示すように。優先順位付けを行い予算の範囲内になるよう国庫補

助額の圧縮（図）を行う。 

   ■優先順位付け・採択対象事業選定の考え方 

・３名の委員の総合評価を点数化（Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点、

Ｅ：０点）し、当該点数の合計値を事業の評価点とする。ただし、当該事業

が行われる学校における耐震化率が令和元年４月１日時点で１００％の学校

の事業でなく、かつ、当該学校において策定している施設整備計画において

令和５年度末までに耐震化率１００％となっていない学校の事業については、

3 名の委員の総合評価を点数化し、当該点数の合計値から 2 点を減じた点数

を「事業の評価点」とする。 

・なお、１名以上の委員からＥの総合評価を付された事業及び２名以上の委員

からＤの総合評価を付された事業については、採択事業の対象外とする。 

・事業の評価点が高いものから、優先的に採択するものとする。 



                      

  （図：採択対象事業の国庫補助額の圧縮のイメージ） 
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